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 津市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年２月１５日                        

                                    

                      津市長 前 葉 泰 幸 

                                    

津市条例第１号 

   津市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 津市議会委員会条例（平成１８年津市条例第２６５号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条の見出し中「委員定数及びその所管」を「所管及び委員定数」に改め、

同条中「、委員の定数」及び「９人」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 常任委員会の委員の定数は、８人又は９人とし、議会の議決で定める。こ

の場合において、常任委員会の委員の定数の合計は、津市議会議員定数条例

（平成２１年津市条例第３４号）に定める議員の定数と一致しなければなら

ない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



津市告示第１８号 

津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２１５号） 

第１６条第２項及び津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１

８年津市規則第２０３号）第１４条第１項の規定に基づき、平成３０年度の津

市営住宅に係る近傍同種の住宅の家賃を次のとおり定めたので告示する。 

  平成３０年２月１日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

 

市営住宅の名称 近傍同種の住宅の家賃 

白塚団地１号館 ３２，８００円 

白塚団地２号館 ３２，８００円 

白塚団地３号館 ３３，１００円 

白塚団地４号館 ３８，７００円 

白塚団地５号館 ３９，４００円 

一身田アパート１０３号、１０４号、２０１号

から２０４号まで及び３０１号から３０４号ま

で 

３８，４００円 

一身田アパート１０１号及び１０２号 ３８，４００円 

上浜六丁目住宅 ８，０００円 

旭町ＣＢアパート １２，９００円 

下部田簡耐住宅 ８，１００円 

大井アパート ２５，０００円 

大井住宅Ａ－１号からＡ－１２号まで、Ａ－１

５号からＡ－１８号まで、Ｄ－１号からＤ－４

号まで及びＤ－２３号からＤ－２６号まで 

３７，６００円 

大井住宅Ｄ－１５号からＤ－２０号まで ３７，６００円 

大井住宅Ａ－１３号、Ａ－１４号及びＤ－５号

からＤ－１４号まで 
３８，１００円 

大井住宅Ｃ－１７号からＣ－２５号まで、Ｃ－

２７号及びＣ－２８号 
３８，１００円 

大井住宅Ｃ－１号からＣ－１６号まで ３８，７００円 



大井住宅Ｂ－１２号からＢ－２７号まで ３９，６００円 

大井住宅Ｂ－４号からＢ－１１号まで ３９，５００円 

大井住宅Ｂ－２号及びＢ－３号 ３９，５００円 

高洲町アパート１号館 １５，０００円 

高洲町アパート２号館 １７，６００円 

高洲町アパート３号館 ２２，９００円 

高洲町アパート４号館 ２４，７００円 

高洲町アパート５号館 ２５，７００円 

高洲住宅７番１号から７番４号まで、７番２１

号から７番２４号まで、１０番１号から１０番

４号まで、１９番７号から１９番１２号まで、

２２番１号から２２番１２号まで及び２３番１

号から２３番２４号まで 

３９，６００円 

高洲住宅１８番１号から１８番１０号まで、１

８番１５号から１８番４１号まで、１８番４３

号から１８番４９号まで及び１９番１号から１

９番６号まで 

３９，６００円 

高洲住宅６番１号から６番１２号まで、７番５

号から７番８号まで、７番１７号から７番２０

号まで、１０番５号から１０番８号まで、１１

番１号から１１番１２号まで、１１番１５号か

ら１１番２２号まで及び１４番１号から１４番

１８号まで 

４０，５００円 

高洲住宅３番１号から３番１２号まで、７番１

０号から７番１６号まで及び１０番９号から１

０番２４号まで 

４０，５００円 

新町２号館アパート １６，６００円 

新町３号館アパート １４，７００円 

新町４号館アパート １４，７００円 

千鳥アパート ４２，６００円 

阿漕Ｂ住宅 ９，３００円 

阿漕Ｃ住宅 ９，３００円 



阿漕１号館アパート １３，７００円 

阿漕２号館アパート １４，５００円 

南阿漕１号館 ２７，９００円 

南阿漕２号館 ３１，６００円 

朝汐１号館アパート １１，６００円 

朝汐２号館アパート １２，７００円 

朝汐３号館アパート １３，４００円 

藤水団地１号館 ４１，１００円 

藤水団地２号館２０１号、２０２号、３０１号

及び３０２号 
３９，４００円 

藤水団地２号館１０１号及び１０２号 ４４，２００円 

上弁財団地１号館 ５０，６００円 

上弁財団地２号館２０１号、２０３号、３０１

号、３０３号、４０１号及び４０３号 
５１，０００円 

上弁財団地２号館１０１号から１０３号まで、

２０２号、３０２号及び４０２号 
４２，０００円 

ぜにやま団地１号館 １０，７００円 

ぜにやま団地２号館 １１，８００円 

ぜにやま団地３号館 １１，６００円 

ぜにやま団地４号館 １２，９００円 

ぜにやま団地５号館 １２，４００円 

ぜにやま団地６号館 １４，２００円 

ぜにやま団地７号館 １４，７００円 

ぜにやま団地８号館 １５，１００円 

ぜにやま団地９号館 １５，７００円 

ぜにやま団地１０号館 １５，７００円 

ぜにやま団地１１号館 １５，７００円 

ぜにやま団地１２号館 １７，３００円 

ぜにやま団地１３号館 ２１，９００円 

ぜにやま団地１４号館 ２２，２００円 

ぜにやま団地１５号館 ２４，０００円 

ぜにやま団地１６号館 ２４，９００円 



ぜにやま団地１７号館 ２８，０００円 

ぜにやま団地１８号館 ２８，０００円 

ぜにやま団地１９号館 ２６，９００円 

藤方団地１号館 ２８，２００円 

藤方団地２号館 ２９，５００円 

藤方団地３号館 ２９，７００円 

藤方団地４号館 ２８，６００円 

城山アパート １１，０００円 

西城山１号館アパート １４，９００円 

西城山２号館アパート １４，９００円 

西城山３号館アパート １５，３００円 

西城山４号館アパート １５，３００円 

西城山５号館アパート １５，１００円 

西城山６号館アパート １５，１００円 

小森団地１号館 ４５，４００円 

小森団地２号館 ４２，０００円 

高茶屋住宅 ８，７００円 

里ノ上Ａ住宅 ８，１００円 

里ノ上Ｂ住宅 ８，３００円 

雲出１号館１０３号、１０４号、２０３号、２

０４号、３０３号及び３０４号 
７１，８００円 

雲出１号館１０２号、１０５号、２０２号、２

０５号、３０２号及び３０５号 
６７，４００円 

雲出１号館２０１号、２０６号、３０１号及び

３０６号 
６６，７００円 

雲出１号館１０１号 ６６，７００円 

雲出１号館１０６号 ６９，２００円 

雲出２号館２０３号から２０６号まで及び３０

３号から３０６号まで 
７３，８００円 

雲出２号館２０２号、２０７号、３０２号及び

３０７号 
６９，０００円 

雲出２号館２０１号、２０８号、３０１号及び ６８，３００円 



３０８号  

雲出２号館１０２号及び１０７号 ６９，０００円 

雲出２号館１０８号 ６８，３００円 

雲出２号館１０１号 ７０，８００円 

雲出２号館１０３号から１０６号まで ７３，８００円 

野村団地 １１，０００円 

野村東団地 １０，４００円 

相川団地 １２，５００円 

森団地１号から１２号まで ８，３００円 

森団地１３号から２４号まで ８，８００円 

森団地３３号から４１号まで及び４３号から４

５号まで 
１０，０００円 

森団地４６号から５７号まで １０，０００円 

森団地２５号から３２号まで ８，７００円 

森団地５８号から７２号まで １４，３００円 

森団地７３号から７９号まで １２，８００円 

森団地８０号から８９号まで １４，４００円 

中町団地Ａ ２６，６００円 

中町団地Ｂ ２８，７００円 

相川西団地Ａ ２８，３００円 

相川西団地Ｂ ３６，２００円 

明神団地 ３５，６００円 

北口団地Ａ ３６，７００円 

北口団地Ｂ ３９，７００円 

桃里団地Ａ ４４，０００円 

桃里団地Ｂ ５１，７００円 

桃里団地Ｃ ４５，７００円 

桃里団地Ｄ１０１号及び１０７号 １０６，８００円 

桃里団地Ｄ１０２号から１０４号まで、２０２

号から２０４号まで、３０２号から３０４号ま

で、４０２号から４０４号まで、５０２号から

５０４号まで及び６０２号から６０４号まで 

８７，９００円 



桃里団地Ｄ１０５号、１０６号、２０５号、２

０６号、３０５号、３０６号、４０５号、４０

６号、５０５号、５０６号、６０５号及び６０

６号 

８８，１００円 

桃里団地Ｄ２０１号、２０７号、３０１号、３

０７号、４０１号、４０７号、５０１号、５０

７号、６０１号及び６０７号 

１０５，７００円 

青木団地１号から３号まで、５号から７号まで、 

１０号から１３号まで及び１６号から１９号ま

で 

１３，４００円 

青木団地８号、９号、１４号、１５号、２０号

から３５号まで、３７号から４１号まで及び４

３号から４６号まで 

１７，５００円 

藤ヶ丘団地１号から３号まで、５号から２４号

まで及び２６号から３７号まで 
２７，９００円 

藤ヶ丘団地３８号から４１号まで及び４３号か

ら７４号まで 
２８，５００円 

殿町住宅 ３７，４００円 

新横山住宅 ３７，８００円 

美里第１住宅Ａ棟 ３４，０００円 

美里第１住宅Ｂ棟 ３４，０００円 

美里第２住宅１号館 １７，３００円 

美里第２住宅２号館 １７，３００円 

片野団地Ａ棟 ３６，７００円 

片野団地Ｂ棟 ３６，６００円 

新沢田団地 １７，１００円 

奥津団地 ５，５００円 

 



津市告示第１９号 

 行旅病人及行旅死亡人取扱法（明治３２年法律第９３号）第９条の規定によ

り、行旅死亡人を告示する。 

  平成３０年２月１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 氏名 

  不詳 

２ 年齢・性別 

  年齢６５歳以上（推定） 

  男 

３ 現住所 

  不詳 

４ 本籍地 

  不詳 

５ 人相及び特徴 

  不詳 

６ 発見した日時及び場所 

  平成２９年３月２４日午前１１時、津市あのつ台五丁目７５７番地１中勢

グリーンパーク内北西側竹林を訪れた通行人からの通報により、同所を確認

したところ、竹林の丘陵に木片やビニールシート等でできた小屋があり、そ

の小屋の直近に白骨化した人骨と認められる「下顎、鎖骨、上腕骨、撓骨、

脛骨等大半、骨盤、大腿骨及び頭蓋骨」を発見。 

７ 死亡年月日及び死因 

  平成２６年頃（推定） 

  死因不詳 

８ その他参考事項 

  津警察署の調べにおいて、身元が明らかにならなかったため、平成２９年

９月２１日津警察署より遺体の引渡しを受け、同月２８日午前１０時５８分

津市斎場にて火葬。 

遺骨は津市健康福祉部援護課に保管。 



津市告示第２０号 

 津市収納代理金融機関の指定（平成１８年津市告示第３号）の一部を次のよ

うに改正し、平成３０年４月１日から施行する。 

  平成３０年２月２日 

 

                   津市長 前 葉 泰 幸   

 

 表中「株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行」を「株式会社三菱ＵＦＪ銀行」に改め

る。 

 



津市告示第２１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１９年津市告示第１６９号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成３０年２月５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  三多気区 

  三重県津市美杉町三多気３９０番地 

  代表者 福井 克典 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
谷 光志 

三重県津市美杉町三多気２４７番地 

変更後 
福井 克典 

三重県津市美杉町三多気３８８番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年１月１４日の定期総会において改

選されたため。 



津市告示第２２号 

 平成３０年第１回津市議会臨時会を次のとおり招集する。 

  平成３０年２月６日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 招集の日 

  平成３０年２月１３日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 

３ 会議の事件 

  議長の選挙 

  副議長の選挙 

  議会運営委員の選任 

  常任委員の選任 

  専決処分の承認について 

  専決処分の承認について 

  専決処分の承認について 

  専決処分の報告について 

  専決処分の報告について 

  専決処分の報告について 

  専決処分の報告について 

  専決処分の報告について 

  専決処分の報告について 

  専決処分の報告について 

  専決処分の報告について 

  専決処分の報告について 

  専決処分の報告について 

  専決処分の報告について 

  専決処分の報告について 

  専決処分の報告について 

(21)  専決処分の報告について 

(22)  専決処分の報告について 



(23)  専決処分の報告について 

(24)  専決処分の報告について 

(25)  津市職員定数条例の一部の改正について 

(26) 工事請負契約について 

(27)  工事請負契約について 

(28) 工事請負契約について 

(29) 損害賠償の額の決定について 

 



津市告示第２３号 

 下記の者の市民税県民税の督促状は、住所居所不明のため送達することがで

きないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定によ

り公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成３０年２月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○ ○○ ○○○ 平成２９年度市民税県民

税督促状第２期及び第３

期 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものとみなす。 

 



津市告示第２４号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項、第１３条第２項及び第１４条に基づき撤去し、保管している

自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成３０年２月８日 

 

            津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成３０年 １月 ４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成３０年 １月 ５日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 １月 ５日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 １月 ５日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成３０年 １月 ９日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成３０年 １月１０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 １月１５日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 １月１５日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 １月１６日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 １月１７日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 １月１７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 １月１８日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 １月１８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成３０年 １月２２日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 １月２２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 １月２３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 １月２３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 １月２５日 

久居駅前第一公共自転車等駐車場 １１ 平成３０年 １月２５日 

久居駅前第二公共自転車等駐車場 １８ 平成３０年 １月２５日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 １月２６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成３０年 １月２９日 



津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 １月２９日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 １月３０日 

栄町四丁目地内 １ 平成３０年 １月３０日 

乙部地内 １ 平成３０年 １月３０日 

末広町地内 １ 平成３０年 １月３０日 

寿町地内 １ 平成３０年 １月３０日 

長岡町地内 １ 平成３０年 １月３０日 

大門地内 １ 平成３０年 １月３０日 

大里窪田町地内 １ 平成３０年 １月３０日 

野田地内 １ 平成３０年 １月３０日 

白塚町地内 １ 平成３０年 １月３０日 

丸之内地内 １ 平成３０年 １月３０日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 １月３１日 

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



  

津市告示第２５号  

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。      

平成３０年２月１５日  

 

津市長 前 葉 泰 幸   

     

記  

国民健康保険被保険者証  

記号番号  交付年月日  無効となった日  

０５６４０１３ 平成２９年１０月１日  平成３０年１月１１日  

２１６６０４４ 平成２９年１０月１日  平成３０年１月１日  

３１３５１５４ 平成２９年１０月１日  平成２９年１２月３０日  

５１１７１４３ 平成２９年１０月１日  平成３０年１月４日  

７１４９２３５ 平成２９年１２月２５日  平成３０年１月１３日  

９２４５４５９ 平成２９年１０月１日  平成３０年１月９日  

 



津市告示第２６号  

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第７条の３

第１項第２号及び第６項の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定す

るので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第４条の１１の

規定に基づき次のとおり告示する。 

なお、この告示の規定は、法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定によ

る確認の申請に係る建築物（平成１８年１月１日以後に当該確認の申請をした

ものに限る。）について適用する。  

  平成３０年２月１５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 中間検査を行う区域  

  本市の区域全域  

２ 中間検査を行う期間  

  平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

３ 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模  

  新築の建築物で、法第２７条第１項第１号、第２号（法別表第１ 項から

 項までに係る部分を除く。）又は第３号に該当するもの  

４ 指定する特定工程及び特定工程後の工程  

  次の表のとおりとする。 

なお、特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事

の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が２以上ある場合又は１の

建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又

は工区の工事の工程に係るものとする。  

 主要な構造  特 定 工 程  特定工程後の工程  

  鉄骨造  

鉄骨造の部分において、

初めて工事を施工する階

の建方工事  

構造耐力上主要な部分の

鉄骨を覆う耐火被覆を設

ける工事、外装工事（屋

根ふき工事を除く。）及

び内装工事  

  
鉄筋コンクリート

造  

階数が１の場合は屋根版

の配筋工事、階数が２以

特定工程の配筋（プレキ

ャストコンクリート版に



上の場合は主要な構造の

部分において、初めて工

事を施工する階の直上の

階の主要構造部である床

版の配筋（プレキャスト

コンクリート版にあって

は、接合部）工事  

あっては、接合部）を覆

うコンクリートを打設す

る工事  

  
鉄骨鉄筋コンクリ

ート造  

鉄骨造の部分において、

初めて工事を施工する階

の建方工事  

構造耐力上主要な部分の

鉄骨を覆うコンクリート

を打設する工事  

(注) ２以上の構造を併設している場合は、初めて特定工程に係る工事を

終えた部分の構造を主要な構造とみなす。  

木造の建築物については、鉄骨造の欄の規定を準用する。  

    主要な構造が上記の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似

する構造の欄の規定を適用する。  

 



津市公告第１２号 

 津市美里町五百野の一部の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１

８０号）による地籍調査を行い地図及び簿冊を作成しましたので、同法第１７

条第１項の規定により公告します。 

 なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供します。 

  平成３０年２月６日  

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 地図及び簿冊の名称 

五百野２地区の地籍図及び地籍簿案 

２ 閲覧期間 

平成３０年２月６日から同月２６日までの２０日間 

上記期間のうち、土曜日、日曜日及び休日は除きます。ただし、２月１０

日については、ふれあいセンター五百野にて行います。その他の期間は、津

市役所本庁舎５階津市建設部用地・地籍調査推進室にて行います。    

３ 閲覧時間 

  午前９時から午後５時まで 

４ 閲覧場所 

  津市役所本庁舎５階津市建設部用地・地籍調査推進室又はふれあいセンタ

ー五百野 

５ 訂正の申出 

閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、上記の閲覧期間内に、津市長

に対し、訂正の申出をすることができます。 

 誤り等訂正の申出は、書面によることとなっていますので、各自印章を持

参してください。 

  誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付します。 

 

 

 

 



津市公告第１３号 

 津市白山町佐田の一部の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８

０号）による地籍調査を行い地図及び簿冊を作成しましたので、同法第１７条

第１項の規定により公告します。 

 なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供します。 

  平成３０年２月６日  

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 地図及び簿冊の名称 

佐田①地区及び佐田②－１地区の地籍図及び地籍簿案 

２ 閲覧期間 

平成３０年２月６日から同月２６日までの２０日間 

上記期間のうち、土曜日、日曜日及び休日は除きます。ただし、２月１１

日については、佐田区集会所にて行います。その他の期間は、津市役所本庁

舎５階津市建設部用地・地籍調査推進室にて行います。    

３ 閲覧時間 

  午前９時から午後５時まで 

４ 閲覧場所 

  津市役所本庁舎５階津市建設部用地・地籍調査推進室又は佐田区集会所 

５ 訂正の申出 

閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、上記の閲覧期間内に、津市長

に対し、訂正の申出をすることができます。 

 誤り等訂正の申出は、書面によることとなっていますので、各自印章を持

参してください。 

  誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付します。 

 

 

 

 



津市公告第１４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成３０年２月７日 

 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 工事完了年月日 

  平成３０年２月５日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市垂水字小半分２０６３番１ほか７筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市西町２８３番地１ 

  創和不動産株式会社 

  代表取締役 世古 政弘 



津市公告第１５号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。 

  平成３０年２月９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   



津市公告第１６号 

 津市農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１

２条第１項の規定により、次のとおり公告します。 

  平成３０年２月９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 変更の内容 

  農地から農業用施設用地への変更 

２ 変更場所 

土 地 の 所 在 地 積 

(㎡)  

変更面積 

(㎡) 

用 途 区 分 

大 字 字 地 番 変更前 変更後 

一志町 

高野 
大垣内 1663番 2285 2285 農地 

農業用施設

用地 

一志町 

高野 
大垣内 1688番1 1959 1959 農地 

農業用施設

用地 

白山町 

北家城 
八幡 1477番 1025 1025 農地 

農業用施設

用地 

白山町 

北家城 
八幡 1479番 1464 1464 農地 

農業用施設

用地 

白山町 

北家城 
八幡 1480番 1428 1428 農地 

農業用施設

用地 

 

 



 

 

津市公告第１７号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成３０年２月１３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

別紙のとおり 



円　（税抜き）

430021317

平成30年9月28日

土木一式

所在地要件

まで

建設整備課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

照明工　６基

格付要件

久居・一志・白山・美杉

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　２２５ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成２９年度建整特補第４号

【地区】

【地区】

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年2月23日

販 売 店

入札方法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年2月23日

無

有(申請は平成３０年４月以降とする)

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｂ・Ａ２・Ａ１

【地区】

久居

発注業種

前 金 払

提出期限

あり

常駐配置（主任技術者と兼務可）

本公告の日から まで

その他要件

同種工事
実績要件

（本市発注工事における専任配置）
主任(監理)技術者

設計図書
の 購 入

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年2月13日

下層路盤　８３７m2

上層路盤　８３８m2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

市道新町野口線道路改良工事

表層　６９５m2

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 久居新町

平成30年2月16日

平成30年2月20日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年2月23日

平成30年2月27日 午前１１時４０分

26,403,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

現場代理人

地 域 ・
格付要件

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者

参加資格
に関する
事 項



円　（税抜き）

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年2月23日

平成30年2月27日 午後１時００分

45,598,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

現場代理人

地 域 ・
格付要件

２級建築施工管理技士（建築）又は同等以上の者

参加資格
に関する
事 項

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年2月13日

　バス待合所

　　鉄骨造平家建　延面積３４m2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

久居駅前広場バス待合所等新築その他工事

※上記に係る建築工事等　一式

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 久居新町

平成30年2月16日

平成30年2月20日

まで

あり

常駐配置（主任技術者と兼務可）

本公告の日から まで

その他要件

同種工事
実績要件

（本市発注工事における専任配置）
主任(監理)技術者

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

　思いやり乗降場

　　鉄骨造平家建　延面積２７m2

Ｂ・Ａ

Ｂ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｂ・Ａ

【地区】津・香良洲

久居

発注業種

前 金 払

提出期限

必着平成30年2月23日

無

有(申請は平成３０年４月以降とする)

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年2月23日

販 売 店

入札方法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

430021318

河芸・芸濃・美里・安濃

津・香良洲

平成30年11月15日

安芸

建築一式

所在地要件

まで

営繕課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

　　

格付要件

久居・一志・白山・美杉

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

新築

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成２９年度営建整補第７４号

【地区】

【地区】



津市公告第１８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成３０年２月１４日 

 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 工事完了年月日 

  平成３０年２月１３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市一身田上津部田字リノ坪８４２番３及び８４３番２ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市中央町５５１番地８ 

  株式会社三重総合コンサルタント 

  代表取締役 大石 旭 



津市上下水道事業告示第２号 

 津市上下水道事業管理者の業務に係る収納取扱金融機関の指定について（平

成１８年津市水道局告示第２号）の一部を次のように改正し、平成３０年４月

１日から施行する。 

  平成３０年２月２日 

 

              津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

 

 表中「株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行」を「株式会社三菱ＵＦＪ銀行」に改め

る。 

 



津市上下水道事業告示第３号 

津市公共下水道条例（平成１８年津市条例第２０１号）第６条第１項の規定

により、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定

により告示する。 

  平成３０年２月８日 

 

             津市上下水道事業管理者  佐 治 輝 明 

 

指定した工事店 

工事店名 所在地 指定期間 

有限会社ガー

ジュー 

津市白山町南家城２４４７

番地 

平成３０年１月１日から  

平成３３年３月３１日まで 

落合プロパン

有限会社 

亀山市関町中町５２８番地 平成３０年１月１５日から 

平成３３年３月３１日まで 

 



津市上下水道事業告示第４号 

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第６項において準用する同法第

４条第１項の規定により、中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）流域関連津

市公共下水道事業計画を変更したいので、下水道法施行令（昭和３４年政令第

１４７号）第３条の規定により、次のとおり事業計画の変更の案を告示し、公

衆の縦覧に供する。 

 なお、当該事業計画の変更の案については、縦覧期間満了の日までに、津市

に意見を提出することができる。 

  平成３０年２月１５日 

 

              津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

 

１ 下水道事業の種類及び名称 

中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）流域関連津市公共下水道 

２ 拡大区域（予定） 

  津市広明町ほか 

３ 事業の期間 

  １９９８年（平成１０年）３月１７日から２０２３年３月３１日まで 

４ 縦覧場所 

  津市殿村５番地 

  津市下水道局下水道建設課 

５ 縦覧期間 

平成３０年２月１６日から同年３月１日まで（土曜日、日曜日及び休日を

除く。） 

６ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

 



津市上下水道事業告示第５号 

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第６項において準用する同法第

４条第１項の規定により、中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）流域関連

津市公共下水道事業計画を変更したいので、下水道法施行令（昭和３４年政令

第１４７号）第３条の規定により、次のとおり事業計画の変更の案を告示し、

公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該事業計画の変更の案については、縦覧期間満了の日までに、津市

に意見を提出することができる。 

  平成３０年２月１５日 

 

              津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

 

１ 下水道事業の種類及び名称 

中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）流域関連津市公共下水道 

２ 拡大区域（予定） 

  津市新家町の一部ほか 

３ 事業の期間 

  １９７４年（昭和４９年）３月２６日から２０２３年３月３１日まで 

４ 縦覧場所 

  津市殿村５番地 

  津市下水道局下水道建設課 

５ 縦覧期間 

  平成３０年２月１６日から同年３月１日まで（土曜日、日曜日及び休日を

除く。） 

６ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 



津市上下水道事業告示第６号 

  津市水道事業給水条例（平成１８年津市条例第２２２号）第１１条第１項及

び第４項の規定により、津市水道局指定給水装置工事事業者を次のとおり指定

したので、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年津市水道事業

管理規程第１４号）第１０条第１号の規定により告示する。 

  平成３０年２月１５日 

 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

 

名  称 所 在 地 指定年月日 

有限会社永田組 津市雲出島貫町１４７７番

地 

平成３０年２月６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 津市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成３０年２月１５日 

 

                   津市議会議長 岡   幸 男 

 

津市議会規則第１号 

   津市議会会議規則の一部を改正する規則 

 津市議会会議規則（平成１８年津市議会規則第１号）の一部を次のように改

正する。 

 第６９条の見出し中「起立」を「電子表決システム等」に改め、同条第１項

中「問題を可とする者を起立させ、起立者」を「電子表決システムにより、問

題を可とする者」に改め、同条第２項を同条第４項とし、同条第１項の次に次

の２項を加える。 

２ 電子表決システムによる表決をとる場合には、問題を可とする者は賛成の

ボタンを押すものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、議長が必要があると認めるときは、問題を可

とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告することが

できる。 

 第７４条ただし書中「起立の方法」を「電子表決システム（議長が必要があ

ると認めるときは、起立の方法）」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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